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契約を締結していることが判明いたしました。契約内容を精査した結果、本契約は損害担保契約で

あり、本件補償債務は保証債務又は連帯保証債務ではない、これにより将来発生する損害は、現時

点では明確ではないこと及びＥＯＳにおいて未払利息は平成 23 年 3 月期に計上していることから、

当社は過年度の決算修正は不要であると判断しており、一時会計監査人である東京第一監査法人へ

も確認しております。 
さらに、ＥＯＳが販売用不動産として所有している不動産については、８月 10 日付にて売却済

みにより、本件補償債務については解除されることが、貸主であるキャップマークジャパン株式会

社より内諾をいただいております。 
 ＩＳＰについては平成 21 年８月に当社がレッドホース株式会社より全株式を取得し子会社化い

たしましたが、当該契約の存在を認識していなかった原因は、当社においてこの数年で子会社を管

理している所管部署（カンパニー本部）職員の入れ替わりが多く、必要とされる経験や知識を十分

に有する人員が不足しており、引継も十分に行われなかった為であります。 
 

（3）連結子会社における取引計上漏れ 
当社の連結子会社である香港の Wealth Sky Asia., Ltd.において、多数の仕訳漏れがありました。

この原因といたしましては、英文での財務諸表を一人の担当者で翻訳していたため、多数の仕訳 
漏れとなっておりましたが、今回、翻訳会社に依頼することにより仕訳漏れについて判明いたし

ました。金額的重要性が乏しいことから修正再表示は行わず、平成 24 年 3 月期第 1 四半期におい

て、雑収入として 1,334 千円を計上いたしました。 
 

（4）連結子会社における簿外口座の存在 
当社の連結子会社である香港の Wealth Sky Asia., Ltd.において、４つの銀行口座の存在がある

ことが判明いたしました。原因については上記（3）と同じであると認識しており、翻訳会社に依

頼することにより判明いたしました。平成 22 年 11 月より休眠口座であり、過去の取引による預

金利息が発生したのみで、計上漏れの金額については、日本円で 39 円と少額であることから、上

記（3）と同様に修正再表示は行っておりません。 
 
2． 当社の見解 
 当社は、監査法人ハイビスカスが指摘しておりますとおり、全社的な内部統制及び決算・財務プロ

セスに係る内部統制に重要な欠陥が存在しております。財務に係る内部統制の整備及び運用の重要性

は認識しており、決算・財務報告プロセスの見直し、外部専門家等の活用も含め、相互チェック体制

の強化を図り、平成 24 年３月期第 2 四半期においては、結論が表明された四半期レビユー報告書が受

領できるよう内部統制の是正措置を講じてまいります。 
 
 

以上 

 


